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 標記について、アマゾン社から差し出されるゆうパックについて関連の中央交渉情

報のとおり、当初 12月 4日（水）から利用再開見込みとなっていたところ、11月 27

日（水）から、再開されることとなりました。 

利用再開後の想定個数については、10月 27日（日）に開催された、「郵便交渉担当

者会議」において、信越管内全体で本年 9月期比 170％の予測と周知したところです。 

また、この会議において多くの支部から昨年 12月期と比べてどれ位増加するのか

という質問が多かったことから、信越支社に対して昨年 12月期比の提示を求めてき

た経緯にあります。 

本日、信越支社（株）要員集配部から、12月期におけるアマゾンゆうパックを含む、

ゆうパック想定個数が提示されましたので周知いたします。 

なお、アマゾンゆうパックについては「郵便交渉担当者会議」で周知した予測個数

を下方修正したとしています（本年 9月期比 139.1％）。 

 

各局別の予測個数については、支社資料を参照してください。 

 

★2019年 12月期ゆうパック全体想定個数 

信越：2,414,415個（アマゾン含む） 2018年 12月期比 108.5％ 

                  2017年 12月期比  93.0％ 

 

 地本では、早期に各郵便局に情報を周知し、必要労働力の確保に真剣に取り組むよ

う要請いたしました。 

 また、アマゾンゆうパックの到着が 3号便となる地域があることから、そのような

地域の引受停止を本社に要望するよう求め、地本も本部に要請いたしました。 
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